
白河市景観まちづくり補助金交付要綱 

 

平成２１年白河市告示第１５７号 

改正 

           平成２３年白河市告示第３８号 

           平成２４年白河市告示第３５号 

           令和４年８月２２日要綱第２７号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、白河市景観条例（平成２２年白河市条例第３９号。以下「条例」という。）

第３０条の規定に基づき、景観の形成に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付

することに関し、白河市補助金等交付規則（平成１７年白河市規則第３９号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象区域） 

第２条 補助の対象となる区域（以下「補助対象区域」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 条例第２７条第２項の規定により認定を受けた景観まちづくり協定に定める対象区域 

 (2) 白河市景観計画（平成２３年白河市告示第１８号）に定める城下町地区推進区域内にお

いて、別表第１に規定する公道に接する一定の区域 

（補助の対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、補助対象区域の土地、建築物又は建築設備等の所有者又は占

有者で、世帯員全員に市税の滞納がないものとする。 

 （補助の対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象区域において、

市の景観形成に寄与するものと市長が認めた事業で、次の各号のいずれかに該当するもの（第

１号に掲げる事業にあっては、第２条第１号に掲げる区域のうち市長が別に定める区域にお

ける事業を除く。）とする。 

 （1） 建築物の新築、増築又は改築に係る事業 

 （2） 建築物の外観の修景事業 

 （3） 建築設備等の修景事業又は遮へいのための造作に係る事業 

 （4） その他市長が必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、他の補助金を受け、又は受けようとする事業は、この要綱によ

る対象としない。 

３ 補助金の交付は、同一敷地内における同一建築物又は建築設備等に対し、第１項各号に掲

げる補助対象事業ごとに１回に限るものとする。 

 （補助率及び限度額） 

第５条 補助金は、補助対象事業に要する経費の２分の１以内の額とし、その限度額は別表第

２のとおりとする。ただし、同一敷地内において前条第１項各号に掲げる補助対象事業を同

時に２以上行う場合の限度額は、別に定める。 

２ 補助金の額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 （事前協議） 

第６条 補助金の申請をしようとする者は、白河市景観まちづくり補助金交付制度に係る事前

協議書（別記様式）により、あらかじめ市長に協議しなければならない。 



 （交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第５条に規定する申請書に次に掲げる書類

を添え、市長に提出しなければならない。 

 （1） 設計図書 

 （2） 見積書 

 （3） その他市長が必要と認めるもの 

  

（完了期限） 

第８条 規則第６条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」とい

う。）は、当該年度に係る補助対象事業を当該年度の３月３１日までに完了しなければならな

い。 

 （実績報告書の提出） 

第９条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了後２０日以内に規則第１

６条に規定する報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

 （1） 完成設計図書 

 （2） 完了写真 

 （3） 事業費の支払いに係る領収書の写し 

 （4） その他市長が必要と認めるもの 

 （検査等） 

第１０条 市長は、補助決定者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は検査を行うことが

できる。 

 （財産の処分の制限） 

第１１条 補助金の交付を受けた者は、当該補助対象となった建築物又は建築設備等を、市長

の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に

してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第

１５号）による耐用年数を経過した場合は、この限りでない。 

２ 補助金の交付を受けた者が、前項の承認を受けて補助対象となった建築物又は建築設備等

を処分したときは、市長はその交付した補助金のうち相当する額を返還させることができる。

ただし、市長が景観形成上特に支障が無いと認められる場合は、この限りでない。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年１２月２２日から施行する。 

   附 則（平成２３年白河市告示第３８号） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年白河市告示第３５号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の白河市景観まちづくり補助金交付要綱の規定は、平成２４年４月

１日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお

従前の例による。 

   附 則（令和４年８月２２日要綱第２７号） 



 この要綱は、令和４年８月２２日に施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

別表第１（第２条関係） 

路線名 起点 終点 

国道２９４号 白河市二番町３３番地 白河市本町４０番地３ 

県道白河石川線 白河市年貢町８０番地３ 白河市旭町一丁目１６８番地

１ 

市道道場町線 白河市道場小路２７番地４ 白河市道場町３２番地 

市道北中川原線 白河市旭町一丁目１５８番地 白河市中田１６８番地３ 

 

別表第２（第５条関係） 

補助対象事業 

限度額 

第２条第１号に掲げ

る区域 

第２条第２号に掲げ

る区域 

建築物の新築、増築又は改築に係る事業 ８００，０００円 １，０００，０００円 

建築物の外観の修景事業 ８００，０００円 １，０００，０００円 

建築設備等の修景事業又は遮へいのための

造作に係る事業 
３００，０００円 

その他市長が必要と認めるもの 市長が別に定める額 



別記様式（第６条関係） 

 

白河市景観まちづくり補助金交付制度に係る事前協議書 
 

 

   年   月   日 

 

 

 白河市長 

 

 

協 議 者 

氏  名                     ㊞ 

住  所 

電話番号 

 

 

 白河市景観まちづくり補助金交付要綱第４条に規定する補助の対象事業を行いたいので、同要綱第

６条の規定により、次のとおり協議します。 

 

対象事業の概要 

① 建築物の新築、増築又は改築に係る事業 

② 建築物の外観の修景事業 

③ 建築設備等の修景事業又は遮へいのための造作に係る事業 

④ その他（                       ） 

行為を行う場所 白河市 

見積金額                         円 

行為の期間 
      年    月    日から 

      年    月    日まで 

添付書類 

① 設計図書 

② 見積書 

③ 工程表 

④ 現況写真 

⑤ その他市長が必要と認める書類 

このたびの事前協議に際し、私の世帯に係る納税状況の確認について承諾いたします。 

 

 

協議者氏名                    ㊞ 

 

 


